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     都 道 府 県     防 災 担 当 

 各  保健所設置市    男女共同参画担当  御中 

       特  別  区   母 子 保 健 担 当 

 

 

内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（被災者行政担当） 

内 閣 府 男 女 共 同 参 画 局 総 務 課 

厚生労働省子ども家庭局母子保健課 

 

 

災害時における授乳の支援並びに母子に必要となる物資の備蓄及び活用について  

 

 防災に関する施策、男女共同参画社会及び母子保健行政の推進につきまして

は、かねてより格段の御配慮をいただいているところであり、深く感謝申し上げ

ます。 

 災害時には、避難所等や自宅での慣れない生活環境により、心身の健康に影

響が生ずることが想定されます。特に、妊産婦及び乳児については心身の負担

が大きくなることとあわせて、断水や停電等により、授乳に当たっての清潔な

環境等が確保できない可能性も考えられます。 

国においては、被災者の命と生活環境を守るために不可欠な物資として、育

児用ミルク（粉ミルク又は乳児用液体ミルク）や哺乳瓶等をプッシュ型で支援

することとしていますが、各自治体におかれましては、「災害時における育児

用ミルクの備蓄に関する自治体及び民間団体の取組事例」（別添）を参考に、

授乳に当たっての環境の整備や授乳中の女性への支援について関係部局間で連

携して進めていただきますよう、お願いいたします。とりわけ、ライフライン

が断絶された場合においても水等を使用せずに授乳できる乳児用液体ミルクを

母子の状況等に応じて活用いただくとともに、平時から育児用ミルク及び使い

捨て哺乳瓶や消毒剤等の授乳用品などの母子に必要となる物資の備蓄も進めて

いただきますよう、お願いいたします。 



なお、その際、災害のために備蓄した育児用ミルクについては、ローリング

ストック（＊）等により有効に活用することが可能であり、例えば、賞味期限

が間近になった育児用ミルクを保育所等施設での給食等の食材として活用する

こと、防災に関する訓練や啓発活動において災害への備えとして正しい使用方

法等を説明した上で活用することなどが考えられます。 

 各都道府県におかれましては、管内市町村に対し広く周知いただきますよう

お願い申し上げます。 

  

＊ローリングストックとは、物資を特別に備えるのではなく、日頃から食べ

ているものや使っているものを少し多めに購入し、食べた分を補充しながら

日常的に備蓄すること。消費期限切れなどの無駄のない備えができる。  

 

（別添）  

災害時における育児用ミルクの備蓄に関する自治体及び民間団体の取組事例 

（参考資料） 

プッシュ型物資支援の実施（液体ミルク等の支援実績について） 


